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【手続補正書】
【提出日】平成23年10月5日(2011.10.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動物用車椅子であって、
　互いに間隔をあけた第１および第２の側面保持部と、前記第１と第２の側面保持部との
間に調節可能に連結する幅延長部材とを備えるハーネス支持フレームと、
　第１および第２のナックルクランプ組立部であって、前記第１のナックルクランプ組立
部および第２のナックルクランプ組立部の各々は、第１のクランプ構成部と第２のクラン
プ構成部とを備え、各々の第１のクランプ構成部は、側穴を通して前記第１および第２の
側面保持部のうちの１つを支えるための前記側穴を備え、支持フレームの近位端部と支持
フレームの遠位端部との間に配置し、各々の第２のクランプ構成部は、回転可能であり、
対応する第１のクランプ構成部に調節可能に連結し、クランプのくぼみを有する、第１お
よび第２のナックルクランプ組立部と、
　前記ハーネス支持フレームに取り外し可能に取り付けられ、前記第１および第２の側面
保持部に沿って配置可能である、複数のハーネスコネクタと、
　第１および第２の脚組立部であって、前記第２のクランプ構成部の各々のクランプのく
ぼみが、前記第１および第２の脚組立部のうちの１つの脚組立部の近位端部を支える、第
１および第２の脚組立部と、
　第１および第２の車輪であって、前記第１および第２の車輪の各々は、前記第１および
第２の脚組立部の遠位端部に隣接した前記第１および第２の脚組立部の予め選択した開口
部に配置した別々の車軸に回転可能に連結する、第１および第２の車輪と、
　前記ハーネス支持フレームに取り外し可能に連結するハーネス組立部と、を備える、動
物用車椅子。
【請求項２】
　前記ハーネス支持フレームが、前記支持フレームの遠位端部にて対応する第１および第
２の側面保持部に伸縮自在および調節可能に連結する第１および第２の側部延長部材をさ
らに備える、請求項１に記載の車椅子。
【請求項３】
　前記幅延長部材が、前記支持フレームの近位端部にて前記第１および第２の側面保持部
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に伸縮自在および調節可能に連結する、請求項１または２に記載の車椅子。
【請求項４】
　前記第１および第２の脚組立部が、前記脚組立部の遠位端部にて前記第１および第２の
脚組立部の各々に伸縮自在および調節可能に連結する脚延長部材を備える、請求項１から
３の何れか１項に記載の車椅子。
【請求項５】
　前記第１および第２の車輪が、前記第１および第２の脚組立部の各々の前記脚延長部材
に回転可能に連結する、請求項４に記載の車椅子。
【請求項６】
　前記第１および第２の脚組立部が、０°～１０°の範囲で外側に伸びる角度を有する、
請求項１から５の何れか１項に記載の車椅子。
【請求項７】
　前記第２のクランプ構成部が、前記第１のクランプ構成部に対して３６０°回転する、
請求項１から６の何れか１項に記載の車椅子。
【請求項８】
　前記第２のクランプ構成部が、前記第１のクランプ構成部に対して３６０°未満の所定
の角度で回転する、請求項１から６の何れか１項に記載の車椅子。
【請求項９】
　前記第１のクランプ構成部および前記第２のクランプ構成部が、前記第２のクランプ構
成部の円周位置に、前記第１のクランプ構成部を調節可能に設置するための連結機構を備
える、請求項１から８の何れか１項に記載の車椅子。
【請求項１０】
　前記第１および第２の側面保持部の前記側部延長部材を、使用者が選択した伸張部に固
定するために、側部固定機構をさらに備える、請求項２に記載の車椅子。
【請求項１１】
　前記第１および第２の側面保持部の前記幅延長部材を、使用者が選択した前記第１と第
２の側面保持部の間隔に固定するために、フレーム固定機構をさらに備える、請求項３に
記載の車椅子。
【請求項１２】
　前記第１および第２のナックルクランプ組立部が、前記第１および第２の側面保持部に
沿って、配置可能で、調節可能である、請求項１から１１の何れか１項に記載の車椅子。
【請求項１３】
　前記脚組立部の遠位端部に連結し、前記脚組立部から離れた所定の位置に伸びる、足ス
タビライザーをさらに備える、請求項１から１２の何れか１項に記載の車椅子。
【請求項１４】
　一端が脚支持部、他端が脚拡張部に連結するショックアブソーバーをさらに備える、請
求項４に記載の車椅子。
【請求項１５】
　前記ハーネス支持フレームの遠位端部に隣接する、前記第１と第２の側面保持部の上お
よびその間に連結するスタビライザーバーをさらに備える、請求項１から１４の何れか１
項に記載の車椅子。
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